
大阪市教育委員会規則第４号 

 

大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

大阪市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和 38 年大阪市教育委員会規則第 11 号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加え、改正前欄に掲げ

る規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改

める。 

また、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）をこ

れに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ

れに対応するものを掲げていないものを加える。 

さらに、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）を

削り、改正後欄に掲げる対象規定を加える。 

改正後 改正前 

第１条 大阪市教育委員会事務局（以下「事

務局」という。）に次の部、センター及び課

を置く。 

   総務部 

    [略] 

    教育デジタル推進課 

[略] 

第２条 [略] 

[２～５ 略] 

６ 事務局に政策推進担当部長、学校環境整

備担当部長、教育デジタル推進担当部長、学

校教育推進担当部長、学校力支援担当部長、

教育事業推進担当部長、第１教育ブロック担

当部長、第２教育ブロック担当部長、第３教

育ブロック担当部長、第４教育ブロック担当

部長及び教育環境支援担当部長を置く。 

[７～17 略] 

[第３条～第５条の２ 略] 

第６条 事務局の分掌事務は次のとおりと

する。 

   総務部 

    総務課 

 [⑴ 略]  

第１条 [同左] 

 

 

   総務部 

    [同左] 

    [新設] 

[同左] 

第２条 [同左] 

[２～５ 同左] 

６ 事務局に政策推進担当部長、学校環境整備

担当部長、学校教育推進担当部長、学校力支援

担当部長、教育事業推進担当部長、第１教育ブ

ロック担当部長、第２教育ブロック担当部長、

第３教育ブロック担当部長、第４教育ブロック

担当部長及び教育環境支援担当部長を置く。 

 

[７～17 同左] 

[第３条～第５条の２ 同左] 

第６条 [同左] 

 

   総務部 

    総務課 

 [⑴ 同左] 



 ⑵ 事務局及び学校以外の教育機関にお

ける情報セキュリティ対策に関すること 

 ⑶～⑺ [略] 

    教育政策課 

 [⑴～⑷ 略] 

 [削る] 

 

 

    [略] 

    教育デジタル推進課 

⑴  教育ＤＸ及びＩＣＴ活用に係る調

査、施策の企画、連絡調整及び推進、

並びに学校における情報セキュリティ

対策に関すること 

⑵  教育ＤＸ及びＩＣＴ活用に係る教育

上の諸課題に係る研究の実施に関する

こと 

⑶  ＩＣＴ活用推進にかかる教職員の研

修の企画、連絡調整及び実施に関する

こと 

 ⑷ 学校における情報システム及び情報

通信基盤（他の所管に属するものを除く。）

の整備及び管理運用に関すること 

    [略] 

    学校運営支援センター 

 [⑴～⑻ 略] 

 [削る] 

 

 

 

別表（第２条関係） 

[表 別紙２ 挿入] 

 [新設] 

 

 

 ⑵～⑹ [同左] 

    教育政策課 

 [⑴～⑷ 同左] 

 ⑸ 教育ＤＸ及びＩＣＴ活用に係る調査、施

策の企画、連絡調整及び推進、並びに情報セ

キュリティ対策に関すること 

    [同左] 

    [新設] 

 [新設] 

 

 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 

    [同左] 

    学校運営支援センター 

 [⑴～⑻ 同左] 

 ⑼ 学校における情報システム及び情報通

信基盤（他の所管に属するものを除く。）の整

備及び管理運用に関すること 

別表（第２条関係） 

[表 別紙１ 挿入] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載並びに対象規定の二重傍線を付した標記

部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  



[別表 別紙１] 

部名 名称 人員 

総務部 

 

[同左] [同左] 

教育政策課長 1 

教育ＤＸ推進担当課長 1 

 [同左] [同左] 

文化財保護課長 1 

[新設]  

[新設]  

[新設]  

[新設]  

[同左] 

指導部 [同左] [同左] 

英語イノベーション担当課長 1 

保健体育担当課長 1 

初等・中学校教育担当課長 1 

[同左] [同左] 

学校運営支援センター [同左] [同左] 

給与・システム担当課長 1 

教育ＩＣＴ担当課長 1 

教育ＩＣＴ基盤担当課長 1 

 

  



[別表第２ 別紙２] 

部名 名称 人員 

総務部 

 

[同左] [同左] 

教育政策課長 1 

[削る]  

[同左] [同左] 

文化財保護課長 1 

教育デジタル推進課長 1 

学習ＤＸ推進担当課長 1 

教育基盤担当課長 1 

教育ＤＸ基盤担当課長 1 

[同左] 

指導部 [同左] [同左] 

保健体育担当課長 1 

初等・中学校教育担当課長 1 

英語イノベーション担当課長 1 

[同左] [同左] 

学校運営支援センター [同左] [同左] 

給与支給担当課長 1 

[削る]   

[削る]  

 


